
JIS C 1910-1(2017)「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに 1Hz～100Hz の交流磁界及び

交流電界の測定―第１部：測定器に関する要求事項」の改定に関する技術評価書（案） 

令和 3年 12 月 14 日 

日本電気技術規格委員会 

経済産業省の委託事業「令和 3年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備

技術基準関連規格等調査）において設置された「電気設備技術基準関連規格等調査委員

会」からの要請に基づき，JIS C 1910-1(2017)（以下「JIS」という。）の民間規格等のリ

スト化に当たり，令和 2年 7月 17 日に公示された国の内規（民間規格評価機関の評価・

承認による民間規格等の電気事業法に基づく技術基準（電気設備に関するもの）への適合

性確認のプロセスについて）に基づき技術評価を実施した。 

Ⅰ. JIS C 1910-1(2017)に関する技術評価書 

技術評価の要件 

(民間規格評価機関の要件 2.(3)⑥より) 

評価 確認内容 

１．関係する省令基準及び基準解釈の条

文は何か。 

― ①関係する省令基準 

・第 27 条の 2（電気機械器具等から

の電磁誘導作用による人の健康影

響の防止） 

②関係する基準解釈 

・第 31 条（変圧器等からの電磁誘導

作用による人の健康影響の防止）第

2項 

・第 39 条（変電所等からの電磁誘導

作用による人の健康影響の防止）第

2項 

・第 50 条（電線路からの電磁誘導作

用による人の健康影響の防止）第 2

項 

２．規定内容が明確かつ実現可能で，規

格体系として成立するものであるか。 

○ JIS は，低周波磁界及び電界の測定

器の性能仕様について明確に規定し，

原案は，一般社団法人電気学会（IEEJ）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）

において作成され，実現可能な内容と

なっている。 

また，JIS は，産業標準化法に基づ

く国家規格であり，JIS Z 8301「規格

票の様式及び作成方法」に基づき作成

されており，規格体系としても成立し

ている。 



技術評価の要件 

(民間規格評価機関の要件 2.(3)⑥より) 

評価 確認内容 

以上を踏まえ，JIS の内容は，明確か

つ実現可能な内容となっており規格

体系として成立している。

３．関連する技術の動向及び最新知見を参

照・考慮しているか。 

○ JIS は，令和 3年度に実施した委託

事業の「電技関連規格等調査委員会」

の調査において最新の内容であるこ

とが確認されている。

４．関係法令に基づく技術基準に抵触しな

いものであるか。 

○ 表 1の「適合性確認」に示すとおり，

関連する電技省令第 27 条の 2 に適合

し，関連する技術基準に抵触していな

い。

５．その他民間規格等の内容に応じ，保安

に係る必要な確認項目を満たしているか。

〇 JIS では，低周波磁界及び電界の測

定器の性能仕様を規定している他，

測定器の校正，検証についても明確に

規定している。 



表 1 JIS C 1910-1(2017)に関する省令基準等との適合性確認 

関連する省令基準 評価項目 適合性の確認 

第 27 条の２ 変圧器，開閉器その他これらに類

するもの又は電線路を発電所，変電所，開閉所及

び需要場所以外の場所に施設するに当たっては，

通常の使用状態において，当該電気機械器具等か

らの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼ

すおそれがないよう，当該電気機械器具等のそれ

ぞれの付近において，人によって占められる空間

に相当する空間の磁束密度の平均値が，商用周

波数において二百マイクロテスラ以下になるよ

うに施設しなければならない。ただし，田畑，山

林その他の人の往来が少ない場所において，人体

に危害を及ぼすおそれがないように施設する場

合は，この限りでない。 

２ 変電所又は開閉所は，通常の使用状態におい

て，当該施設からの電磁誘導作用により人の健康

に影響を及ぼすおそれがないよう，当該施設の付

近において，人によって占められる空間に相当す

る空間の磁束密度の平均値が，商用周波数にお

いて二百マイクロテスラ以下になるように施設

しなければならない。ただし，田畑，山林その他

の人の往来が少ない場所において，人体に危害を

及ぼすおそれがないように施設する場合は，この

限りでない。 

・最新 JIS への更新により電技

解釈で規定する測定装置の性

能に影響はないか。 

関連する省令基準に適合。 

・左欄の関係する省令基準を踏まえ，電技解釈第 31 条

（変圧器等からの電磁誘導作用による人の健康影響の

防止），第 39 条（変電所等からの電磁誘導作用による

人の健康影響の防止）及び第 50 条（電線路からの電磁

誘導作用による人の健康影響の防止）で規定する測定

装置として JIS を引用している。 

・令和 3年度に実施した委託事業の「電技関連規格等調

査委員会」の調査では，国際規格である IEC 61786 をも

とにした JIS の改正により，旧 JIS と新 JIS の改正点

に関して比較検討を実施した。 

・検討の結果，今回の改正で規格の部編成や適用範囲等

の見直しはあるが，規定内容（品質・性能）は同等以上

であるため電技解釈への継続引用に技術的問題はない

と判断した。 

・以上を踏まえ，関連する省令基準に適合すると評価し

た。 



JIS C 4604(2017)「高圧限流ヒューズ」の改定に関する技術評価書（案） 

令和 3年 12 月 14 日 

日本電気技術規格委員会 

 経済産業省の委託事業「令和 3年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備

技術基準関連規格等調査）において設置された「電気設備技術基準関連規格等調査委員

会」からの要請に基づき，JIS C 4604(2017)（以下「JIS」という。）の民間規格等のリス

ト化に当たり，令和 2年 7月 17 日に公示された国の内規（民間規格評価機関の評価・承

認による民間規格等の電気事業法に基づく技術基準（電気設備に関するもの）への適合性

確認のプロセスについて）に基づき技術評価を実施した。 

Ⅰ. JIS C 4604(2017)に関する技術評価書 

技術評価の要件 

(民間規格評価機関の要件 2.(3)⑥より) 

評価 確認内容 

１．関係する省令基準及び基準解釈の条

文は何か。 

― ①関係する省令基準 

・第 14 条（過電流からの電線及び電

気機械器具の保護対策） 

②関係する基準解釈 

・第 34 条（高圧又は特別高圧の電路

に施設する過電流遮断器の性能等）

第 2項第二号 

２．規定内容が明確かつ実現可能で，規

格体系として成立するものであるか。 

○ JIS は，交流回路で公称電圧 3.3kV

又は 6.6kV，周波数 50Hz 又は 60Hz の

電路の各極に使用する，気中かつ屋外

用又は屋内用の高圧限流ヒューズに

ついて明確に規定し，原案は，一般社

団法人日本電機工業会（JEMA）及び一

般財団法人日本規格協会（JSA）にお

いて作成され，実現可能な内容となっ

ている。 

また，JIS は，産業標準化法に基づ

く国家規格であり，JIS Z 8301「規格

票の様式及び作成方法」に基づき作成

されており，規格体系としても成立し

ている。 

以上を踏まえ，JIS の内容は，明確か

つ実現可能な内容となっており規格

体系として成立している。 



技術評価の要件 

(民間規格評価機関の要件 2.(3)⑥より) 

評価 確認内容 

３．関連する技術の動向及び最新知見を参

照・考慮しているか。 

○ JIS は，令和 3年度に実施した委託

事業の「電技関連規格等調査委員会」

の調査において最新の内容であるこ

とが確認されている。

４．関係法令に基づく技術基準に抵触しな

いものであるか。 

○ 表 1の「適合性確認」に示すとおり，

関連する電技省令第 14 条に適合し，

関連する技術基準に抵触していない。

５．その他民間規格等の内容に応じ，保安

に係る必要な確認項目を満たしているか。

〇 JIS では，交流回路で公称電圧

3.3kV 又は 6.6kV，周波数 50Hz 又は

60Hzの電路の各極に使用する，気中か

つ屋外用又は屋内用の高圧限流ヒュ

ーズを規定している他，試験方法につ

いても明確に規定している。 



表 1 JIS C 4604(2017)に関する省令基準等との適合性確認 

関連する省令基準 評価項目 適合性の確認 

第 14 条 電路の必要な箇所には，過電流による

過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し，

かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流遮断

器を施設しなければならない。 

・最新 JIS への更新により電技

解釈で規定する包装ヒューズ

の構造，試験方法及び性能に影

響はないか。 

関連する省令基準に適合。 

・左欄の関連する省令基準を踏まえ，電技解釈第 34 条

（高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の

性能等）では，過電流遮断器として高圧電路に施設する

包装ヒューズに要求する「構造」及び「完成品に対する

試験方法と性能」への適合要件として JIS を引用して

いる。 

・令和 3年度に実施した委託事業の「電技関連規格等調

査委員会」の調査では，「構造」及び「完成品に対する

試験方法と性能」について，旧 JIS と新 JIS の改正点に

関し比較検討を実施した。 

・検討の結果，規定内容は同等以上であるため，電技解

釈への継続引用に技術的問題はないと判断した。 

・以上を踏まえ，関連する省令基準に適合すると評価し

た。 



JIS K 7350-1(2020)「プラスチック－実験室光源による暴露試験方法 第 1部：通則」の

改定に関する技術評価書（案） 

令和 3年 12 月 14 日 

日本電気技術規格委員会 

 経済産業省の委託事業「令和 3年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備

技術基準関連規格等調査）において設置された「電気設備技術基準関連規格等調査委員

会」からの要請に基づき，JIS K 7350-1(2020)（以下「JIS」という。）の民間規格等のリ

スト化に当たり，令和 2年 7月 17 日に公示された国の内規（民間規格評価機関の評価・

承認による民間規格等の電気事業法に基づく技術基準（電気設備に関するもの）への適合

性確認のプロセスについて）に基づき技術評価を実施した。 

Ⅰ. JIS K 7350-1(2020)に関する技術評価書 

技術評価の要件 

(民間規格評価機関の要件 2.(3)⑥より) 

評価 確認内容 

１．関係する省令基準及び基準解釈の条

文は何か。 

― ①関係する省令基準 

・第 4条（電気設備における感電，火

災等の防止） 

②関係する基準解釈 

・第 46 条（太陽電池発電所等の電線

等の施設）第 1項第六号ホ 

２．規定内容が明確かつ実現可能で，規

格体系として成立するものであるか。 

○ JIS は，暴露試験方法の選択，運用

に関連する情報及び一般指針，プラス

チックを実験室光源で暴露するとき

に使用する装置に関する一般性能要

件について明確に規定し，原案は，日

本プラスチック工業連盟（JPIF）及び

一般財団法人日本規格協会（JSA）に

おいて作成され，実現可能な内容とな

っている。 

また，JIS は，産業標準化法に基づ

く国家規格であり，JIS Z 8301「規格

票の様式及び作成方法」に基づき作成

されており，規格体系としても成立し

ている。 

以上を踏まえ，JIS の内容は，明確か

つ実現可能な内容となっており規格

体系として成立している。 



技術評価の要件 

(民間規格評価機関の要件 2.(3)⑥より) 

評価 確認内容 

３．関連する技術の動向及び最新知見を参

照・考慮しているか。 

○ JIS は，令和 3年度に実施した委託

事業の「電技関連規格等調査委員会」

の調査において最新の内容であるこ

とが確認されている。

４．関係法令に基づく技術基準に抵触しな

いものであるか。 

○ 表 1の「適合性確認」に示すとおり，

関連する電技省令第 4条に適合し，関

連する技術基準に抵触していない。

５．その他民間規格等の内容に応じ，保安

に係る必要な確認項目を満たしているか。

〇 JIS では，暴露試験方法の選択，運

用に関連する情報及び一般指針，プラ

スチックを実験室光源で暴露すると

きに使用する装置に関する一般性能

要件を規定している他，暴露期間及び

試験結果の評価についても明確に規

定している。 



表 1 JIS K 7350-1(2020)に関する省令基準等との適合性確認 

関連する省令基準 評価項目 適合性の確認 

第 4条 電気設備は，感電，火災その他人体に危

害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれが

ないように施設しなければならない。

・最新 JIS への更新により電技

解釈で規定する完成品に対す

る試験方法の適合要件に影響

はないか。 

関連する省令基準に適合。 

・左欄の関連する省令基準を踏まえ，電技解釈第 46 条

（太陽電池発電所等の電線等の施設）第 1 項第六号ホ

では，太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電

線(電気機械器具内の電線を除く。)の完成品の適合要

件として JIS を引用している。 

・令和 3年度に実施した委託事業の「電技関連規格等調

査委員会」の調査では，「完成品に対する試験方法」に

ついて，旧 JIS と新 JIS の改正点に関し比較検討を実

施した。 

・検討の結果，規定内容は同等以上であるため，電技解

釈への継続引用に技術的問題はないと判断した。 

・以上を踏まえ，関連する省令基準に適合すると評価し

た。 



JIS G 3101(2020)「一般構造用圧延鋼材」の改定に関する技術評価書（案） 

令和 3年 12 月 14 日 

日本電気技術規格委員会 

 経済産業省の委託事業「令和 3年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備

技術基準関連規格等調査）において設置された「電気設備技術基準関連規格等調査委員

会」からの要請に基づき，JIS G 3101(2020)（以下「JIS」という。）の民間規格等のリス

ト化に当たり，令和 2年 7月 17 日に公示された国の内規（民間規格評価機関の評価・承

認による民間規格等の電気事業法に基づく技術基準（電気設備に関するもの）への適合性

確認のプロセスについて）に基づき技術評価を実施した。 

Ⅰ. JIS G 3101(2020)に関する技術評価書 

技術評価の要件 

(民間規格評価機関の要件 2.(3)⑥より) 

評価 確認内容 

１．関係する省令基準及び基準解釈の条

文は何か。 

― ①関係する省令基準 

・第 32 条（支持物の倒壊の防止）第

1項 

②関係する基準解釈 

・第 56 条（鉄筋コンクリート柱の構

成等）第 1項第一号ロ及び同条第 1

項第四号イ 

・第 57 条（鉄柱及び鉄塔の構成等）

第 1 項第二号イ及び同条第 2 項第

一号イ 

２．規定内容が明確かつ実現可能で，規

格体系として成立するものであるか。 

○ JIS は，橋梁，船舶，車両その他の

構造物に用いる一般構造用の熱間圧

延鋼材及び熱間押出形鋼について明

確に規定し，原案は，一般社団法人日

本鉄鋼連盟（JISF）及び一般財団法人

日本規格協会（JSA）において作成さ

れ，実現可能な内容となっている。 

また，JIS は，産業標準化法に基づ

く国家規格であり，JIS Z 8301「規格

票の様式及び作成方法」に基づき作成

されており，規格体系としても成立し

ている。 

以上を踏まえ，JIS の内容は，明確か

つ実現可能な内容となっており規格



技術評価の要件 

(民間規格評価機関の要件 2.(3)⑥より) 

評価 確認内容 

体系として成立している。 

３．関連する技術の動向及び最新知見を参

照・考慮しているか。 

○ JIS は，令和 3年度に実施した委託

事業の「電技関連規格等調査委員会」

の調査において最新の内容であるこ

とが確認されている。

４．関係法令に基づく技術基準に抵触しな

いものであるか。 

○ 表 1の「適合性確認」に示すとおり，

関連する電技省令第 32 条に適合し，

関連する技術基準に抵触していない。

５．その他民間規格等の内容に応じ，保安

に係る必要な確認項目を満たしているか。

〇 JIS では，橋梁，船舶，車両その他

の構造物に用いる一般構造用の熱間

圧延鋼材及び熱間押出形鋼を規定し

ている他，化学成分，検査，表示につ

いても明確に規定している。 



表 1 JIS G 3101(2020)に関する省令基準等との適合性確認 

関連する省令基準 評価項目 適合性の確認 

第 32 条 架空電線路又は架空電車線路の支持物

の材料及び構造（支線を施設する場合は，当該支

線に係るものを含む。）は，その支持物が支持す

る電線等による引張荷重，十分間平均で風速四十

メートル毎秒の風圧荷重及び当該設置場所にお

いて通常想定される地理的条件，気象の変化，振

動，衝撃その他の外部環境の影響を考慮し，倒壊

のおそれがないよう，安全なものでなければな

らない。ただし，人家が多く連なっている場所に

施設する架空電線路にあっては，その施設場所を

考慮して施設する場合は，十分間平均で風速四十

メートル毎秒の風圧荷重の二分の一の風圧荷重

を考慮して施設することができる。

・最新 JIS への更新により電技

解釈で規定する電線路の支持

物の構成材料として性能に影

響はないか。 

関連する省令基準に適合。 

・左欄の関連する省令基準を踏まえ，電技解釈第 56 条

（鉄筋コンクリート柱の構成等）及び第 57 条（鉄柱及

び鉄塔の構成等）では，電線路の支持物として使用する

鉄筋コンクリート柱，複合鉄筋コンクリート柱，鉄柱又

は鉄塔の構成材料として JIS を引用している。 

・令和 3年度に実施した委託事業の「電技関連規格等調

査委員会」の調査では，「材料」について，旧 JIS と新

JIS の改正点に関し比較検討を実施した。 

・検討の結果，表現の明確化や細分化及び試験の追記は

あるが，規定内容（品質・性能）は同等以上であるため，

電技解釈への継続引用に技術的問題はないと判断し

た。 

・以上を踏まえ，関連する省令基準に適合すると評価し

た。 



JIS G 3106(2020)「溶接構造用圧延鋼材」の改定に関する技術評価書（案） 

令和 3年 12 月 14 日 

日本電気技術規格委員会 

 経済産業省の委託事業「令和 3年度産業保安等技術基準策定研究開発等事業（電気設備

技術基準関連規格等調査）において設置された「電気設備技術基準関連規格等調査委員

会」からの要請に基づき，JIS G 3106(2020)（以下「JIS」という。）の民間規格等のリス

ト化に当たり，令和 2年 7月 17 日に公示された国の内規（民間規格評価機関の評価・承

認による民間規格等の電気事業法に基づく技術基準（電気設備に関するもの）への適合性

確認のプロセスについて）に基づき技術評価を実施した。 

Ⅰ. JIS G 3106(2020)に関する技術評価書 

技術評価の要件 

(民間規格評価機関の要件 2.(3)⑥より) 

評価 確認内容 

１．関係する省令基準及び基準解釈の条

文は何か。 

― ①関係する省令基準 

・第 32 条（支持物の倒壊の防止）第

1項 

②関係する基準解釈 

・第 56 条（鉄筋コンクリート柱の構

成等）第 1項第四号イ 

・第 57 条（鉄柱及び鉄塔の構成等）

第 1項第二号イ，同条第 1項第四号

イ及び同条第 2項第一号ロ 

２．規定内容が明確かつ実現可能で，規

格体系として成立するものであるか。 

○ JIS は，橋梁，船舶，車両，石油貯

槽，容器及びその他の溶接構造物に用

いる熱間圧延鋼材及び熱間押出形鋼

であって特に溶接性の優れたものに

ついて明確に規定し，原案は，一般社

団法人日本鉄鋼連盟（JISF）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）におい

て作成され，実現可能な内容となって

いる。 

また，JIS は，産業標準化法に基づ

く国家規格であり，JIS Z 8301「規格

票の様式及び作成方法」に基づき作成

されており，規格体系としても成立し

ている。 

以上を踏まえ，JIS の内容は，明確か



技術評価の要件 

(民間規格評価機関の要件 2.(3)⑥より) 

評価 確認内容 

つ実現可能な内容となっており規格

体系として成立している。

３．関連する技術の動向及び最新知見を参

照・考慮しているか。 

○ JIS は，令和 3年度に実施した委託

事業の「電技関連規格等調査委員会」

の調査において最新の内容であるこ

とが確認されている。

４．関係法令に基づく技術基準に抵触しな

いものであるか。 

○ 表 1の「適合性確認」に示すとおり，

関連する電技省令第 32 条に適合し，

関連する技術基準に抵触していない。

５．その他民間規格等の内容に応じ，保安

に係る必要な確認項目を満たしているか。

〇 JIS では，橋梁，船舶，車両，石油

貯槽，容器及びその他の溶接構造物に

用いる熱間圧延鋼材及び熱間押出形

鋼であって特に溶接性の優れたもの

を規定している他，試験，検査，表示

についても明確に規定している。 



表 1 JIS G 3106(2020)に関する省令基準等との適合性確認 

関連する省令基準 評価項目 適合性の確認 

第 32 条 架空電線路又は架空電車線路の支持物

の材料及び構造（支線を施設する場合は，当該支

線に係るものを含む。）は，その支持物が支持す

る電線等による引張荷重，十分間平均で風速四十

メートル毎秒の風圧荷重及び当該設置場所にお

いて通常想定される地理的条件，気象の変化，振

動，衝撃その他の外部環境の影響を考慮し，倒壊

のおそれがないよう，安全なものでなければな

らない。ただし，人家が多く連なっている場所に

施設する架空電線路にあっては，その施設場所を

考慮して施設する場合は，十分間平均で風速四十

メートル毎秒の風圧荷重の二分の一の風圧荷重

を考慮して施設することができる。

・最新 JIS への更新により電技

解釈で規定する電線路の支持

物の構成材料として性能に影

響はないか。 

関連する省令基準に適合。 

・左欄の関連する省令基準を踏まえ，電技解釈第 56 条

（鉄筋コンクリート柱の構成等）及び第 57 条（鉄柱及

び鉄塔の構成等）では，電線路の支持物として使用する

複合鉄筋コンクリート柱，鉄柱又は鉄塔の構成材料と

して JIS を引用している。 

・令和 3年度に実施した委託事業の「電技関連規格等調

査委員会」の調査では，「材料」について，旧 JIS と新

JIS の改正点に関し比較検討を実施した。 

・検討の結果，表現の明確化や細分化及び試験の追記は

あるが，規定内容（品質・性能）は同等以上であるため，

電技解釈への継続引用に技術的問題はないと判断し

た。 

・以上を踏まえ，関連する省令基準に適合すると評価し

た。 



技術評価書の添付資料 

添付資料Ⅰ 日本電気技術規格委員会 委員名簿（第 114 回 JESC 資料№1-1 より） 

添付資料Ⅱ 民間規格等作成機関資料（第 114 回 JESC 資料№3-1（電気設備の技術基準

の解釈に関連付ける JIS の評価のお願いについて）より） 



日本電気技術規格委員会 委員名簿（令和 3年 12 月 14 日現在） 

区分 委員名 勤務先 所属 

委員長 横山 明彦 東京大学 大学院工学系研究科 教授 

委員長

代理 

大崎 博之 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 

先端エネルギー工学専攻 教授 

委員 金子 祥三 東京大学 生産技術研究所 研究顧問 

委員 井上 俊雄 一般財団法人電力中央研究所 研究アドバイザー 

委員 國生 剛治 中央大学 名誉教授 

委員 野本 敏治 東京大学 名誉教授 

委員 望月 正人 大阪大学 大学院工学研究科 マテリアル生

産科学専攻 教授 

委員 横倉 尚 武蔵大学 名誉教授 

委員 吉川 榮和 京都大学 名誉教授 

委員 今井 澄江 神奈川県消費者の会連絡会 理事 

委員 大河内 美保 主婦連合会 監査 

委員 菅 弘史郎 電気事業連合会 立地電源環境部 部長（保安担当）

委員 山本 竜太郎 東京電力ホールディングス株式会社 常務執行役 

委員 川北 浩司 中部電力パワーグリッド株式会社 フェロー（電力技術） 

委員 髙市 和明 関西電力送配電株式会社 常務執行役員 

委員 足立 健治 電源開発株式会社 水力発電部 部長代理 

委員 礒 敦夫 一般社団法人日本電機工業会 技術戦略推進部 部長 

委員 横山 繁嘉寿 一般社団法人日本電線工業会 技術部長 

委員 阿部 達也 一般社団法人日本配線システム工業会 専務理事 

委員 本多 隆 電気保安協会全国連絡会 事務局長 

委員 石井 勝則 全国電気管理技術者協会連合会 専務理事 

委員 西村 松次 一般社団法人日本電設工業協会 副会長 技術・安全委員長 

委員 松橋 幸雄 全日本電気工事業工業組合連合会 常任理事 

委員 松村 徹 一般社団法人日本電力ケーブル接続技

術協会 

専務理事 

委員 藤原 昇 一般社団法人電気学会 専務理事・事務局長 

委員 花井 誠 一般社団法人日本機械学会 発電用設備規格担当 

委員 都筑 秀明 一般社団法人日本電気協会 技術部長 

委員 森本 正岳 一般社団法人電気設備学会 副会長 

委員 鶴崎 将弘 一般社団法人日本ガス協会 エネルギーシステム企画グループ

副部長 

委員 中澤 治久 一般社団法人火力原子力発電技術協会 専務理事 
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区分 委員名 勤務先 所属 

委員 爾見 豊 一般財団法人発電設備技術検査協会 常務理事 

委員 大岡 紀一 一般社団法人日本非破壊検査協会 顧問 

委員 渡邊 道夫 一般社団法人日本溶接協会 事業部 

委員 川原 修司 一般社団法人電力土木技術協会 専務理事 

委員 吉村 光弘 一般社団法人日本風力発電協会 技術第二部長 

委員 山谷 宗義 一般社団法人太陽光発電協会 事務局長 

委員 北林 雅之 一般社団法人日本内燃力発電設備協会 技術部 担当部長 

委員 加曽利 久夫 日本電気計器検定所 理事 検定管理部長 

委員 鷲津 雅也 一般財団法人電気工事技術講習センタ

ー 

業務部長 

顧問 関根 泰次 東京大学 名誉教授 

顧問 日髙 邦彦 東京電機大学 大学院工学研究科 電気電子工学

専攻 特別専任教授 
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